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(仮称) 改定推進計画の骨子案(削減目標案および取組案)の要点について 

 
１ 目指すべき将来像 

 今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡を達成（脱炭素社会）できるよう、2030 年

度に向けて低炭素社会の実現を目指す。 
 しがエネルギービジョンで掲げている「原発に依存しない新しいエネルギー社会」を併せて目指す。 

 
２ 滋賀県域の温室効果ガス排出量の削減目標 

 

 
 

・滋賀県域における 2030 年度の温室効果ガス排出量の削減目標は、国の地球温暖化対策計画で記載

されている対策・施策の削減効果を見込むとともに、滋賀県の地域特性や取組等を考慮し、削減

効果を算出。 
・国の削減目標に合わせ基準年度を 2013 年度、目標年度を 2030 年度とする。 

 
 
 
 
 
 

◎各部門等の削減目安 
（１）エネルギー起源ＣＯ２       ▲約 20.3%～26.3% 

 
※１ 国では産業部門の電気によるＣＯ２排出割合が産業全体の約 18%となっているのに対し、県では約 63%を占め 

ることから、電気の排出係数の削減割合の影響により国よりも削減割合が高くなっている。 
※２ 国の運輸部門において、削減を見込んでいる「航空分野の低炭素化」や「港湾における取組」が滋賀県には 

該当しないため、国の削減割合よりも低くなっている。 

（２）その他の温室効果ガス排出量の削減  ▲約 1.0％ 

（３）森林吸収量             ▲約 1.6% 

環境・農水常任委員会資料 

平成 28 年(2016 年) 9 月 14 日 

琵琶湖環境部温暖化対策課 

～幅の考え方～ 

「しがエネルギービジョン」で示す「原発に依存しないエネルギー社会」から、国の削減目標の

基となったエネルギーミックスを考慮して下記の排出係数をそれぞれ使用し、削減目標を算出。 

＜2030 年度の電気の二酸化炭素排出係数＞  2013 年度 0.52(kg-CO
2
/kWh) 

 ◎ 国の 2030 年度の削減目標およびエネルギーミックスの排出係数   0.37（kg-CO
2
/kWh)  

 ◎ 原発に依存しない場合（県独自算定）の排出係数         0.43（kg-CO
2
/kWh) 

【削減目標】 

 2030 年度において、2013 年度比 23％～29％減の水準にする 

資料２ 
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３ 取組体系(緩和策)について 

 
 
 
 
 
 
 
 
４ 各部門の主な対策・施策等 

 ＜産業部門＞（省エネ取組による削減見込 約 3.8％） 

[重点取組]  事業者行動計画書制度の推進 

 製品貢献評価手法の普及 (温暖化対策課） 

 中小企業への省エネ設備導入促進 (中小企業支援課、エネルギー政策課） 

 環境関連産業の振興 (モノづくり振興課）  等 

 

 

＜業務部門＞（省エネ取組による削減見込 約 19.8％〈うち、県取組による上乗せ分 約 2.0％〉） 

[重点取組] 事業者行動計画書制度の推進(再掲） 

 中小企業への省エネ設備導入促進(再掲） (中小企業支援課、エネルギー政策課） 

 ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の普及促進 (エネルギー政策課） 

 県産木材を利用した公共建築物の整備 (建築課）     等 

 

 

＜家庭部門＞（省エネ取組による削減見込 約 23.6％〈うち、県取組による上乗せ分 約 2.0％〉） 

[重点取組] 地球温暖化防止活動推進センターや温暖化防止活動推進員と連携した普及啓発 

 うちエコ診断等による家庭のエネルギー見える化の推進 (温暖化対策課） 

 滋賀らしい環境こだわり住宅の推進 (住宅課） 

 スマート・エコハウスの普及促進 (エネルギー政策課） 

 ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の普及促進 (エネルギー政策課） 等 

 

 

＜運輸部門＞（省エネ取組による削減見込 約 18.0％） 

 [重点取組]  次世代自動車の普及促進  
 新交通システムの導入可能性の検討 (交通戦略課) 
 自転車利用の促進 (交通戦略課） 
 エコドライブの普及促進 (温暖化対策課） 
 自動車管理計画書制度の推進 (温暖化対策課） 
 信号器ＬＥＤ化および交通の円滑化 (県警交通規制課） 
 県内主要幹線道路の整備 (道路課） 
 スマートインターチェンジの整備 (道路課） 等 

 

事業者行動報告書等を提出している県内事業者(義務提出者）の温室効

果ガス排出量の削減量 

床面積あたりのエネルギー使用量 

対策数値指標 

対策数値指標 

対策数値指標 

対策数値指標 

一人あたりのエネルギー消費量 

次世代自動車（ＥＶ，ＰＨＶ，ＦＣＶ）の普及台数 

１ 部門別削減対策 
（エネルギー起源ＣＯ２） 

２ その他の温室効果ガス対策 

 

３ 部門横断的削減対策 

 

４ 吸収源対策 
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５ 適応策の取組 

 滋賀県で実施する適応策の取組一覧は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ その他 

 県庁舎での削減目標および取組についても記載 

（地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条第１項に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編）） 

 


